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ストーリーの構成文化財一覧表 

 
 

番号 
文化財の名称 

（※１） 

指定等の状況 
（※２） 

 
ストーリーの中の位置づけ（※３） 

 

文化財の所
在地（※４） 

1 猪
い

苗
な わ

代
し ろ

湖
こ

 未指定 

猪苗代湖の水の恩恵を受けるべく、安

積開拓・安積疏水開さく事業が行われ

た。標高が 514ｍと高い位置にあるた

め、自然落差を利用し、農業用水や生

活用水が供給された。また、水力発電

の発展にも貢献し、近代化への礎を築

いた。 

郡山市 
猪苗代町 

2 富
と み

岡
お か

の唐
か ら

傘
か さ

行
あ ん

灯
ど ん

花
は な

火
び

 市無形 

明治初期から始まった花火で、雨乞

い、豊作、家内安全を祈願するもの。

閉じられた傘が開き、光が雨のように

降り注ぐという全国でも珍しい花火

である。 

郡山市 

3 安
あ

積
さ か

開
か い

拓
た く

発
は っ

祥
しょう

の地
ち

 市史跡 

福島県開拓掛が設置された施設「開成

館」や開拓の入植者の住宅があり、近

代郡山の発展の礎となった安積開

拓・安積疏水開さく事業の中心地。 

郡山市 

4 
安積開拓官舎 

－旧立
た て

岩
い わ

一郎邸－ 
市重文 

（建造物） 

安積開拓時に設置された「福島県開拓

掛」の職員用官舎。明治天皇の御巡幸

の際には、政府高官の宿泊所にもあて

られた。 

郡山市 

5 開
か い

成
せ い

館
か ん

 

県重文 
（建造物） 
（近代化産業

遺産） 

安積開拓時の郡役所で、ここに福島県

開拓掛が設置された。地元の大工が錦

絵や建物の見聞を通じて得た情報で、

見よう見まねで建設された「擬洋風建

築」。後に県立農学校にも使用され、

明治天皇の２回にわたった東北御巡

幸の際には、行在所（宿泊所）や休憩

所にもなった。 

郡山市 

6 金
き ん

透
と う

記
き

念
ね ん

館
か ん

 未指定 

開成館と同じ「擬
ぎ

洋
よ う

風
ふ う

建
け ん

築
ち く

」で建設さ

れた小学校。明治９年（1876年）の明

治天皇東北御巡幸の際には、休憩所と

して使用された。随行した木
き

戸
ど

孝
た か

允
よ し

が

「金透学校」と命名し、木戸の日記に

郡山市 
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は、開成館や西洋農法が導入された開

拓地とともに、驚きをもってその様子

が記されている。現在の建物は、復元

されたもの。 

7 五
い

十
す

鈴
ず

湖
こ

 未指定 

開成山地域の開拓が行われた際に、灌

漑用の池として造成された。伊勢神宮

の御
ご

分
ぶ ん

霊
れ い

を受けた開成山大神宮の前

にある池であったため、伊勢神宮の前

を流れる「五
い

十
す

鈴
ず

川
が わ

」にちなんで命名

されたという。 

郡山市 

8 大久保神社 未指定 

安積疏水の開通に尽力した大久保利

通を称えて建立された神社。神社とな

っているが、実際には鳥居や社殿はな

く、顕彰碑が存在している。 

郡山市 

9 久
く

留
る

米
め

水
す い

天
て ん

宮
ぐ う

 未指定 

久留米藩からの入植者のために、故郷

の水天宮の御分霊を奉遷した神社。建

築費寄附名簿には、三
さ ん

条
じょう

実
さ ね

美
と み

、伊藤博

文、大
お お

隈
く ま

重
し げ

信
の ぶ

、松方正義、岩
い わ

倉
く ら

具
と も

視
み

な

ど、当時の政府高官の名が並んでい

る。 

郡山市 

10 水天宮 未指定 

水天宮の御分霊を奉遷したもう１つ

の神社で、喜久田町に存在している。

久留米の開墾地は南北に分かれ、この

水天宮は北に位置している。当時は子

どもの遊び場や、疏水の水
す い

盤
ば ん

屯
と ん

所
し ょ

に使

用されており、開拓者の憩いの場所に

なっていた。 

郡山市 

11 金
こ

刀
と

比
ひ

羅
ら

神社 未指定 

久留米藩からの入植者が祀った神社

で、当時久留米から長い船旅を経て、

安積開拓の地に到着したことから、船

の神を祀っているとされている。 

郡山市 

12 宇
う

倍
べ

神社 未指定 

鳥取藩からの入植者のために、故郷の

宇倍神社の御分霊を奉遷した神社。当

時氏子の資格要件が厳しく、移住士族

とその分家だけが氏
う じ

子
こ

となり、一般入

植者や小作人たちは氏子になれなか

ったといわれている。 

郡山市 
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13 
安積開拓入植者住宅 

－旧坪
つ ぼ

内
う ち

家－ 
未指定 

安積開拓のため、鳥取藩の入植者が結

成した「鳥取開墾社」の副頭取の住宅。

明治政府が入植者の住宅用補助金を

交付し建築された５つのランクの住

宅の中でも最上級の設計による建物。 

郡山市 

14 豊
と よ

受
う け

神社 未指定 

土佐藩の入植者のうち、西原に入植し

た者が祀った神社。はじめは伊勢神宮

の遥
よ う

拝
は い

所
じ ょ

を設けていた。ここに移住し

た人達のほとんどが神葬祭で仏葬は

あまりないといわれており、付近の地

域には見られない習慣がある。 

郡山市 

15 八
や

菅
す が

神社 未指定 

土佐藩からの入植者が崇めた菅原道

真と、地元の農家が祀っていた八幡太

郎を合祀し、八幡と菅原の１字ずつと

ってできたといわれる神社。異郷に移

って生活の喜びや娯楽に乏しかった

入植者たちにとっては、神社の祭礼は

唯一の楽しみとなっていた。 

郡山市 

16 三
み

柱
はしら

神社 未指定 

主に棚倉藩からの入植者が建立した

神社で、「お互いの心を統一し、団結

を強固にする」ために、開墾にあたり

神の御加護を祈ったものであるとさ

れる。 

郡山市 

17 三
み

嶋
し ま

神社 未指定 

松山藩からの入植者のために、故郷の

三嶋神社の御分霊を奉遷した神社。移

住者の大半が小作人となったため、境

内も狭く社殿もなかったといわれる。 

郡山市 

18 
安積開拓入植者住宅 

－旧小
お

山
や ま

家－ 
市重文 

（建造物） 

安積開拓のため、松山藩の入植者が結

成した「愛媛松山開墾」の 18 戸の中

で唯一現存する住宅として復元・保存

されている。当時の松山の一般的な民

家は、「四間×六間（しろくのま）」、

囲
い

炉
ろ

裏
り

がなく、炊事場も屋外だったと

いわれ、それが色濃く残っている。 

郡山市 

19 開
か い

成
せ い

山
ざ ん

大
だ い

神
じ ん

宮
ぐ う

 未指定 

安積開拓に従事した人々の心の拠り

所として設置された神社。伊勢神宮か

らの御分霊を祀っており、「東北のお

伊勢さま」と呼ばれている。 

郡山市 
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20 太
た

刀
ち

 勝
か つ

光
み つ

 
市重文 

（工芸品） 

伊勢神宮からの御分霊を受けた際に、

御神宝として贈られた太刀。備前国長

船に住んでいた、室町時代の刀匠勝光

の作である。 

郡山市 

21 槍
や り

 銘
め い

 国
く に

綱
つ な

 
市重文 

（工芸品） 

太刀 勝光とともに、伊勢神宮からの

御分霊を受けた際に、御神宝として贈

られた槍。安土桃山時代の作といわれ

ている。 

郡山市 

22 十
じゅう

六
ろ っ

橋
きょう

水
す い

門
も ん

 
未指定 

（近代化産業
遺産） 

安積原野へ水を流すために、猪苗代湖

の水位を調整する水門。安積疏水工事

で一番初めに工事が始まった。当時は

16の石造のアーチでできており、日本

では長大な水門であった。安積開拓・

安積疏水開さく事業のシンボル的構

造物で、大正期には日本の工業化を進

めるべく東京へ送電を目的として建

設された猪苗代第一発電所に併せて、

大規模な改修が行われた。弘法大師が

16 の塚を築いて通行できるようにし

て、村人の不便を救ったとの逸話もあ

る。 

猪苗代町 

23 トランシット 未指定 

安積疏水工事の測量で使用されたフ

ランス製の測量機器。当時は約 664円

（現在の約 2,600万円）という大変高

価なもので、水平角と鉛直角を精密に

測定した。西を示すコンパスの針が

「Ｗ」ではなく、「Ｏ」となっている

のが昔ならではの珍しい特徴。 

郡山市 

24 レベル 未指定 

安積疏水工事の測量で使用されたイ

ギリス製の測量機器。高低差を精密に

測量した。 

郡山市 

25 算
さ ん

額
が く

（田村神社） 

市有形 

日本古来の和算は、西洋数学の採用に

より廃止されてしまったが、郡山の和

算家は、安積開拓や安積疏水の土地測

量・水量計算に大活躍したといわれて

いる。和算の水準と研究者の分布を知

ることができる学術上も貴重な文化

財である。 

郡山市 

26 算
さ ん

額
が く

（稲荷神社） 
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27 安
あ

積
さ か

疏
そ

水
す い

神
じ ん

社
じ ゃ

 未指定 

安積疏水の守護神とされ、当時の工事

作業員が、現地に向かう際に必ず立ち

寄り、その日の安全を祈ったとされ

る。 

郡山市 

28 麓
は

山
やま

公園
こうえん

 未指定 

明治 15年（1882年）に安積疏水の通

水を盛大に祝った公園。当時、園内に

は数百ものちょうちんが掲げられ、山

車を備えた歌舞伎の催しや、花火の打

上げなどにより、数万人の人が集まり

未曾有の賑わいをみせたとされる。 

郡山市 

29 安
あ

積
さ か

疏
そ

水
す い

麓
は

山
や ま

の飛
ひ

瀑
ば く

 国登録 

明治 15年（1882年）に郡山の開成社

等の有志が安積疏水の通水を記念し

て麓山公園の一角に築いた滝。安積疏

水事業の記念碑的建造物で、当時の安

積疏水の最終地点の一つ。当時右
う

大
だ い

臣
じ ん

だった岩倉具視が『農業用の施設を鑑

賞用に使うとは何事か』とこの滝を見

て激怒したが、実は勘違いで製糸業の

動力源として利用するためのものだ

ったという逸話もある。 

郡山市 

30 沼
ぬ ま

上
が み

発電所 
未指定 

（近代化産業
遺産） 

明治 32年（1899年）に、猪苗代湖と

安積疏水の落差を利用して運転を開

始した水力発電所。建設には「電気化

学工業の父」と称された野口 遵
したがう

が技

師長として携わった。日本初の高圧電

力の長距離送電により、郡山市の紡績

や繊維産業の発展に大きく貢献した。 

郡山市 

31 竹
た け

之
の

内
う ち

発電所 
未指定 

（近代化産業
遺産） 

沼上発電所と同様、猪苗代湖と安積疏

水の落差を利用して造られた水力発

電所。人口増加による家庭への電力供

給を増やすため、大正８年（1919年）

に運転を開始した。 

郡山市 

32 丸
ま る

守
も り

発電所 
未指定 

（近代化産業
遺産） 

沼上、竹之内発電所と同様に造られた

水力発電所。大正 10年（1921年）に

運転を開始し、竹之内発電所と同様に

人口増加による家庭への電力供給を

増やすことを目的とした。 

郡山市 

33 
旧福島県尋

じ ん

常
じょう

中学校本
館 

国重文 
（建造物） 

明治 22年（1889年）に福島県尋常中 郡山市 
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（近代化産業
遺産） 

学校として完成。当時桑野村は開拓事

業により急速に発展しており、また、

農民による土地の寄附や無償労力奉

仕の申し出なども後押しし、この地に

建てられたと言われている。当時の県

下では最も進んだ洋風建築であり、創

建された場所に当時の面影を残した

まま現存している日本でも貴重な学

校建築物である。 

34 猪
い

苗
な わ

代
し ろ

第一発電所 未指定 

大正３年（1914年）に運用開始となっ

た水力発電所で、初の 115kV送電が行

われたことにより、当時の日本の中心

を支えていた。運用開始時の出力

37,500kWは、当時東洋一の規模を誇っ

ていた。建物は東京駅や日本銀行本店

などを手掛けた辰
たつ

野
の

金
きん

吾
ご

が設計して

いる。 

会津若松市 
【所有者】 
東京電力株
式会社 

35 猪
い

苗
な わ

代
し ろ

第二発電所 
未指定 

 

大正７年（1918年）に運用開始となっ

た水力発電所で、猪苗代第一発電所と

同様、ここからの送電によって、当時

の日本の中心を支えていた。赤レンガ

の外壁が特徴的で、建物は「猪苗代第

一発電所」と同様に辰
た つ

野
の

金
き ん

吾
ご

が監修し

ている。 

会津若松市 
【所有者】 
東京電力株
式会社 

36 郡山市
こおりやまし

公会堂
こうかいどう

 国登録 

大正 13 年（1924）市制施行を記念し

建造された。国会議事堂を設計した矢
や

橋
ばし

賢
けん

吉
きち

が監修を行い、オランダ・ハー

グの平和宮などを参考に設計された

と伝わる。ネオ・ルネサンス様式を基

調とするモダンな外観には、開拓の意

気込みが壮麗に表現され、「進取の気

質」を感じ取れる建造物。郡山の飛躍

的発展の象徴でもある。 

郡山市 

37 開
か い

成
せ い

山
ざ ん

の桜 未指定 

開拓用の池の堤を強化するために植

樹され、開成社の社則に、花木の植樹

を定めていたことが今へとつながっ

ている。今でも約 1,300本の桜が咲き

乱れる県内でも有数の桜の名所。元国

郡山市 
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指定の名勝及び天然記念物でもあっ

た。 

38 開
か い

成
せ い

山
さ ん

公
こ う

園
え ん

 未指定 

開成社が開拓用に造った池があった

公園。開成社の社則に定めた花木の植

樹が生んだ桜の名所を有しており、郡

山のシンボル的場所。 

郡山市 

 

 

（※１）文化財の名称には適宜振り仮名を付けること。 

（※２）指定・未指定の別、文化財の分類を記載すること（例：国史跡、国重文（工芸品）、県史跡、

県有形、市無形等）。 

（※３）各構成文化財について、ストーリーとの関連を簡潔に記載すること（単に文化財の説明になら

ないように注意すること）。 

（※４）ストーリーのタイプがシリアル型の場合のみ、市町村名を記載すること（複数の都道府県にま

たがる場合は都道府県名もあわせて記載すること）。 

 


